
様式第３号（第９条関係） 

 

収支予算書 

自　　　　　年　　月　　日 

至　　　　　年　　月　　日 

(1) 収入の部 

※２　新規開設は，原則初年度のみ１０万円を上限とする。 

※３　１回の開所につき参加児童数１～９人の場合は１千円，参加児童数１０～１９人の

場合は２千円，参加児童数２０人以上の場合は３千円とし，１箇月につき１万円を限

度とする。 

※４　食事の提供は，こどもに提供した食事１食につき，３００円又は当該食事１食に要

した経費の額（※４）のいずれか低い額とし，１団体当たり１回実施につき９千円か

つ１箇月につき２万円を限度とする。 

 

 

 
項　目 予算額 内　訳

 
自己資金 円

 
利用者からの料金収入（※１） 円

 
寄附金・協賛金 円

 
こどもの食

と居場所づ

くり支援事

業補助金

新規開設（※２）
円

 
開所（※３） 円

 

食事の提供（※４）
円

 
その他 円

 
合　計 円



(2) 支出の部 

※行が足りない場合は追加すること 

 

 

 
項　目 予算額 内　訳 補助対象経費

 
新

規

開

設

円

 
円

 
円

 
小　計 円

 
開

所

経

費

円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
小　計 円

 
合　計

 開所経費のうち，食事

に要する経費の合計額

－利用者からの料金収

入（※１）

÷
食事提供数（予定）

 

 

＝

１食当たりの単価（１円

未満は切り捨て） 

（※４）

 　　　　　　　　　円　 食 円


